
（単位：円）

資　　本　　金 資 本 剰 余 金 未処分利益剰余金

当　年　度　末　残　高 6,084,434,907 1,334,081,903 284,504,133

議会の議決による処分額

減債積立金への積立て

条例第８条による処分額 284,504,133 0 △ 284,504,133

減債積立金への積立て

利益積立金への積立て

資本金への組入れ 284,504,133 △ 284,504,133

(繰越利益剰余金)

6,368,939,040 1,334,081,903 0

（注）１　この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。
　　　２　条例第８条による処分額の欄は、法第３２条第２項及び第３項の規定に基づく条例
　　　　　の規定により処分を行ったものである。

コ　令和元年度流山市下水道事業剰余金処分計算書

処　分　後　残　高


